
茨城県議会令和６年第１回定例会において、「茨城県食と農を守るための条例」が可決・成立し、
令和６年３月２９日より施行されました。

条例制定の背景と目的

〇 海外に依存している生産資材の国内資源への代替など、
本県農業の構造転換をはじめ、環境との調和に配慮した
持続可能な農業の推進、農地の適正かつ有効な利用や
農業用用排水施設などの生産基盤の総合的な整備、
水田農業への支援の強化、多様な担い手の確保・育成
などについて規定しています。

〇 農村や中山間地域などの総合的な振興や、
鳥獣による被害の防止について規定しています。

〇 消費者が食料生産の価値を評価し、
農業者を支える意識の醸成や、食育を通じた
県民と農業者との相互理解の促進などについて規定しています。

基本的施策

基本理念の概要

条例の主な内容

茨城県農林水産部農業政策課

〇 県民がいかなる時でも健康な生活を送れるよう、将来にわたって「食料」が安定的に
供給されること。

〇 環境との調和に配慮しながら、「農業」の持続的な発展及び強靭化が図られること。

〇 食料の供給及び多面的機能が十分に発揮されるよう、「農村」振興が図られること。

①農畜産物の安定供給の実現《第9条》
③農地の適正かつ有効な利用等《第11条》
⑤水田農業に対する支援の強化等《第13条》
⑦女性の参画等の促進《第15条》
⑨農業経営の安定《第17条》
⑪農業技術の向上等《第19条》
⑬鳥獣による被害の防除《第21条》
⑮地域内の農業者・消費者の循環型ネットワークづくり《第23条》
⑯県産農畜産物の利用の促進等《第24条》 ⑰食育を通じた県民と農業者等との相互理解の促進等《第25条》

②環境との調和に配慮した持続可能な農業の推進《第10条》
④生産基盤の総合的な整備等《第12条》
⑥多様な担い手の確保・育成《第14条》
⑧意欲ある農業者等による営農指導の実施《第16条》
⑩生産性の向上等による収益性の高い農業の推進《第18条》
⑫農村及び中山間地域等の総合的な振興《第20条》
⑭自然災害等による被害の防止・復旧支援等《第22条》

○ 国際情勢の変化や、地球温暖化等の気候変動による災害の頻発化及び激甚化などにより、
食料を安定的に供給する食料安全保障の重要性が改めて認識されています。
農業大県である茨城県には、食料を安定的に供給する大きな使命があります。

○ これらを背景に「茨城県食と農を守るための条例」は、本県農業及び農村の
持続的な発展並びに県民の豊かな食生活の実現を目指し制定されました。

条例については
こちら

茨城農業の将来ビジョン
についてはこちら

農林水産部では、本県の農林水産物の
魅力をはじめ、生産者や産地などの取
組、季節ごとのイベント、農村風景等
をInstagramで発信しています。
フォロー&いいね お願いします！

○本条例や茨城農
業の将来ビジョ
ンに関する詳細
は、県ＨＰから
ご確認ください。

○
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